
 大阪府私立高等学校等授業料支援補助金交付要綱（新旧対照表） 

新（R1） 旧（H30） 

大阪府私立高等学校等授業料支援補助金交付要綱 

 

第１条～第６条（略） 

 

（授業料支援に関する申請） 

第７条 設置者は、その指定する期日までに授業料の支援を受けようとす

る生徒から授業料支援申請書（様式第１号、様式第１号の２、様式第１号

の３又は様式第１号の４、以下「申請書」という。）を提出させるものと

する。 

２（略） 

 

第８条～第 19条（略） 

 

附 則（略） 

 

附  則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 7 月 19 日から施行し、令和元年度の補助事業

から適用する。 

 

 

大阪府私立高等学校等授業料支援補助金交付要綱 

 

第１条～第６条（略） 

 

（授業料支援に関する申請） 

第７条 設置者は、その指定する期日までに授業料の支援を受けようとす

る生徒から授業料支援申請書（様式第１号、様式第１号の２又は様式第１

号の３、以下「申請書」という。）を提出させるものとする。 
 

２（略） 

 

第８条～第 19条（略） 

 

附 則（略） 

 

 

（新規） 

 


